
中小企業の皆様へお知らせ

　　　平成１８年４月より当協会では中小企業の事業経営・再生を支援するため、業務部・管理部に相談窓口を設け、

　　また経営支援チームを新たに設置するなど組織体制の充実を図りました。

　　　これは、産業・地域活性化のためには中小企業の事業再生が重要であると認識し、経営改善・経営再建

　　に取り組む中小企業に、その実態に応じた各種手法により企業再生を支援するものです。

　　　また、中小企業再生支援協議会、金融機関および関係機関との連携を強化し、支援体制のネットワーク

　　構築に努め、各種サービスを提供して参ります。

金融機関 ・経営、再生支援

・一般案件 ・情報収集、情報提供
・再生計画案件 ・外部機関との連携

・経営改善計画
・事業再生プラン

・条件変更 ・ビジネスマッチング
・早期求償権取得 ・財務管理 　審査会要件」の場合

中小企業 ・情報収集、情報提供 ・その他
・外部機関との連携
・保険業務

再生支援協議会等 ・求償権消滅保証
・DDS

再生計画案 ・求償権放棄、不等価
　譲渡
・外部機関との連携
・その他

中小企業と共に歩む

沖縄県信用保証協会 本所　　　　那覇市前島三丁目１番２０号 中部支所　　　沖縄市山里二丁目４番２０号

　　業務部　℡　０９８－８６３－５３００（審査課）　　℡　０９８－９３３－６０９１（中部支所）
　　管理部　℡　０９８－８６３－５３０１（管理第一課、管理第二課）

管理部管理第二課

経営支援チーム

・金融、信用保証

業務部審査課･中部支所

管理部管理第一課

保険業務

再生審査会

外部専門委員
※求償権消滅保証「再生

沖縄県信用保証協会

経営支援・再生支援の相談窓口の充実を図りましたので、お気軽にご利用ください。
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事業経営・再生支援体制


